
令和 6年能登半島地震による砂防・河川・海岸の対応 

 

１．施設点検状況 

・手取川・梯川点検（排水機場、樋門等施設含む） 

津波警戒体制→津波注意体制となったため現地点検 異常なし 

・手取川ダム２次点検（稼働確認） 異常なし 

・石川海岸（根上海岸一部異常あり）石川県施設のため立入り禁止 

措置とし県に報告。 

・砂防施設  異常なし 

＊ただし、砂防施設は CCTV カメラによる点検 

 


